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研究要旨 

【目的】個人輸入により国内に流入するシアリスについて、平成 25 年度にインターネット

上の個人輸入代行業者を介して試買調査を行った結果、ロット番号や使用期限の記載がな

い等の保健衛生上の問題が指摘された。これらのシアリスについて、真正性が不明なまま

となっていたが、真正性調査の回答が得られたので、本年度は、その結果を報告する。  

【方法】平成 25 年度の試買調査で 25 サイトから入手した 36 製品のシアリス 20 mg 錠と 11

製品の未承認規格シアリスについて、外観写真と質問票を製造販売業者である Eli Lilly and 

Company の米国本社に送付し、真正性の回答を得た。 

【結果】製造販売業者からの回答により、45 製品中、9 製品（20%）が真正品、32 製品（71%）

が模造品であることが明らかになった。残りの 4 製品（9%）は真正性不明であった。模造

品は、未承認規格を販売している 5 サイトと住所または責任者名不特定の 20 サイト中 12

サイトを介して入手した製品であった。また、真正品は、シンガポールまたは米国から発

送されたのに対し、模造品は、中国、香港または日本から発送されていた。包装形態とし

て、シンガポールから発送された真正品はすべてボックス、米国から発送された真正品は

ボトルであったのに対し、香港から発送された模造品はすべて PTP シートのみ、中国と日

本からはボックス、ボトルまたはバラ（ラベルなしのプラスチックバッグ）であった。真

正品のシアリス 20 mg 錠の 1 錠あたりの価格は、模造品に比べて、有意に高かった（Student’s 

t-test, p<0.05）。 

【考察】インターネットを介した個人輸入により模造品を入手する可能性があるため、消

費者への個人輸入に関する情報提供、注意喚起が必要である。真正品は模造品に比べて有

意に高価であったが、模造品であっても真正品と同等の価格で販売されている場合もある

ため、真正性を価格だけで判断するのは困難であると考えられた。また、未承認規格が広

告され、実際に入手可能であったことから、個人輸入代行業者や発送業者が違法な販売を

行わせないよう監視する必要がある。 
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A．研究目的 

 近年、インターネットを介して個人でも海

外からの医薬品の輸入が可能となっている。

一方で、個人輸入した模造薬による健康被害

が数多く報告されている 1)。 

わが国でも 2011 年、 2012 年に Erectile 

Dysfunction（ED）治療薬のシアリス錠（タダ

ラフィル錠）の模造品が報告されている 2)。

また、インターネット上では、国内未承認規

格のものが販売されている。 

そこで、インターネットを介してシアリス

を個人輸入し、模造薬の流通を明らかにする

ことを目的とした。平成 25 年度にはサイト観

察や製品の購入、また到着した一部の製品の

観察を行い、平成 26 年度には全ての製品につ

いて外観観察や真正性調査を行い、真正性を

明らかにした。 

 

B．研究方法 

B-1. 試買対象製品および購入数 

対象品はシアリス錠（製造販売業者：Eli 

Lilly and Company）とした。世界で承認され

ている規格は 2.5 mg、5 mg、10 mg、20 mg の

4 種類であり、2.5 mg 錠は国内未承認である。 

サイト検索の結果、ほとんどのサイトで 20 

mg 錠が販売されており、また承認規格のう

ち 20 mg が最大であることから購入する規格

は 20 mg とし、1 サイトあたりの購入数は 30

錠以上とした。同一サイトに包装形態（箱や

ボトル）の異なるものが販売されている場合、

両方購入した。また、国内未承認規格（50 mg、

100 mg、300 mg）の製品は全て購入した。2014

年 3 月 5 日から 10 日に製品を注文した。 

 

B-2. 購入サイトの選択方法 

検索エンジン Google Japan を用い、キー

ワード検索により購入サイトを抽出した。ま

ず、検索ワード「シアリス 個人輸入」を用

いて日本語サイトを 2014 年 2 月 14 日から 18

日に検索した。次に、検索ワード「cialis buy 

online」、「brand cialis」を用いて英語サイトを

2014 年 2 月 18 日から 20 日に検索した。これ

らの検索式で抽出できたサイトのうち、以下

の 1）～3）の条件にあてはまるものを購入対

象サイトとした。 

1） 日本語サイトの中で、住所と責任者名の

両方またはどちらか一方の記載がないサ

イト 

2） 日本市場向け医薬品を逆輸入して販売し

ているサイト 

3） いずれの国でも未承認の規格（2.5 mg、5 

mg、10 mg、20 mg 以外の規格）を販売し

ているサイト 

 

B-3. 個人輸入代行サイトにおける確認事項 

試買対象サイトに記載されている特定商取

引法の規定する通信販売における必要表示項

目を観察し、記録した（表 1）。 

1） 代表者氏名又は責任者氏名 

2） 事業者名称又は氏名  

3） 住所  

4） 電話番号  

5） 販売価格  

6） 送料  

7） 代金の支払時期  

8） 製品の引渡時期  

9） 代金の支払方法  

10） 返品の特約に関する事項 

また、薬事法（現医薬品医療機器等法、こ

の報告では薬事法と記載）関連の記載事項を

観察し、記録した（表 2）。 

1） 医薬品に関する医師や薬剤師への相談を

勧奨する記載  

2） 個人輸入に関する記載 

3） 購入数量の制限に関する記載 

4） 未承認医薬品又は医療用医薬品  につい
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ての記載（医薬品の製品名、製品を明ら

かに判別できる写真、用法・用量、効能・

効果、副作用） 

 

B-4. サンプルコードの定義 

 購入した製品を購入対象サイト、規格、包

装、発送国、入手錠数で区別してサンプルコ

ードを付し、同一サイトで購入した製品であ

り、同一郵便で届き、ロット番号と有効期限

が同じものを 1 つのサンプルとみなした。 

サンプルコード例：13Ⅰ-20Ⅱ-B4Ⅲ-CNⅣ-8Ⅴ-2Ⅵ  

Ⅰ：表 5 と対応した購入したサイトの番号 

Ⅱ：規格（20，20 mg；50，50 mg；100，100 

mg；300，300 mg） 

Ⅲ：包装（A1，PTP シートタイプ 1；A2，PTP

シートタイプ 2；B1，ボックスタイプ 1；B2，

ボックスタイプ 2；B3，ボックスタイプ 3；

B4，ボックスタイプ 4；C1，ボトルタイプ 1；

C2，ボトルタイプ 2；D1，バラ） 

Ⅳ：発送国（SG，シンガポール；HK，香港；

USA，アメリカ；CN，中国；JPN，日本） 

Ⅴ：入手錠数 

Ⅵ：同一サイトで購入した製品であり、同一

郵便で届き、同一錠数入手できたが、ロット

番号と有効期限が異なるものがあった。Ⅰ～

Ⅴではサンプルコードを区別できないものの

み、入手日が早い順に番号を付した。 

 

B-5. 入手した製品の外観観察 

入手した製品の外観観察は、 Federation 

International Pharmaceutical（FIP）の Tool for 

Visual Inspection of Medicines リストを用いて

行った。 

 

B-6. 製造販売業者に対する真正性調査  

 製造販売業者である Eli Lilly and Company

の真贋判定を行っている米国本社に、2015 年

1月 20 日に製品の外観写真と質問票を送付し

た。2015 年 2 月から 3 月の間に 3 度催促を行

い、2015 年 3 月 30 日に回答を得た。 

 

C. 結果 

C-1. 購入対象サイト 

B-2 の検索ワードで全数検索した結果、日

本語サイトは全 67 サイト、英語サイトは全

76 サイトあった。B-2 の条件 1） ～3）によ

り抽出したサイトから製品を購入した。購入

したどのサイトからも処方箋の要求はなかっ

た。 

 購入対象サイトの選択方法により抽出され

た 29 サイトのうち 25 サイトより製品を購入

した。購入しなかった 4 サイトについて説明

する。 

1） 一見サイトは異なるが、購入画面は同じ

だった（1 サイト）。 

2） 検索時には存在したが、購入時にはサイ

トが消滅していた（1 サイト）。 

3） サイトに問題があり、クレジット会社の

判断で代金引き落としの手続きが停止し

た（1 サイト）。 

4） 代金振り込み後に、商品の在庫がなく返

金すると連絡があった（1 サイト）。返金

のために口座番号を要求されたため、口

座振り込みではなく現金書留を希望した

ところ、承諾はしたものの再び口座番号

を要求された。メールの文面の日本語が

不自然だったため、現金書留を理解して

いない可能性があり、表現を変えて再度

現金書留を希望したが、返信が来なくな

った。何度も返金の件でのメールの返信

を希望したが返信はなく、2014 年 4 月 23

日にサイトを確認したところ消滅してい

た。よってこのサイトからは結局返金さ

れなかった。 

 購入した 25 サイトを、B-2 の条件ごとに説

明する（表 3）。 

1） 日本語サイト 67 サイト中、住所と責任者
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名の両方またはどちらか一方の記載がな

いのは 20 サイトだった。そのうち、住所

と責任者名の両方の記載がないサイト：

16 サイト、住所の記載がないサイト：3

サイト、責任者名の記載がないサイト：1

サイトだった。責任者名、住所について

は表 5 に示す。 

2） 日本の医薬品を逆輸入しているとされる

サイトとして、サイト 25 がある。サイト

25 のホームページのシアリスの紹介に

は「メーカー：日本新薬=日本イーライリ

リー」と書かれており、日本市場向けの

シアリスを逆輸入しているということが

分かる。逆輸入が確実であるのはサイト

25 のみである。 

3） 未承認規格を販売しているのは 5 サイト

だった。未承認規格としては、50 mg 錠、

100 mg 錠、300 mg 錠があった。 

 

C-2. 個人輸入代行サイトの記載事項  

 特定商取引法の規定する通信販売における

必要表示項目の実施状況を表 1 に示す。対象

製品を購入した 25 サイト中、必要表示項目の

すべてを記載しているサイトは 2 サイト

（4.0%）だった。 

代表者氏名又は責任者氏名が記載されてい

るのは 6 サイト（24.0%）、事業者名称又は氏

名が記載されているのは 11 サイト（44.0%）、

住所が記載されているのは 8 サイト（32.0%）、

電話番号が記載されているのは 14 サイト

（56.0%）、販売価格が記載されているのは

25 サイト（100.0%）、送料が記載されている

のは 23 サイト（92.0%）、代金の支払い時期

が記載されているサイトは 9 サイト（36.0%）、

製品の引渡時期が記載されているサイトは

23 サイト（92.0%）、代金の支払い方法が記

載されているのは 24 サイト（96.0%）、返品

の特約に関する事項が記載されているサイト

は 24 サイト（96.0%）だった。 

 また、薬事法関連の記載項目について B-3

および表 2 に示す。医薬品に関する医師や薬

剤師への相談を勧奨する記載は、全 25 サイト

中 15 サイト（60.0%）であった。「ご使用の

際は医師や薬剤師の指示に従ってください。」

といった簡単な記載は薬剤師への相談を勧奨

する記載とした。「異常が生じたときはかかり

つけの医師にご相談ください。」や「他の医薬

品を服用中の方は医師又は薬剤師にご相談く

ださい。」などの記載は、相談に関して条件が

つけられているため薬剤師への相談を勧奨す

る記載としなかった。医薬品の製品名の記載、

製品を明らかに判別できる写真の掲載はそれ

ぞれ 25 サイト（100.0%）、20 サイト（80.0％）

であった。さらに、用法・用量、効能・効果

および副作用について記載していたサイトは、

それぞれ 18 サイト（ 72.0%）、24 サイト

（96.0%）、17 サイト（68.0%）であった。 

個人輸入に関する記載は 14 サイト（56.0%）

であった。個人輸入代行に関する記載がある

サイトも含めた。個人輸入できる数量に制限

があることを記載していたサイトは 14 サイ

ト（56.0%）であった。個人輸入に関する記

載はないが、数量制限についての記載がある

サイトもあった。また、「在庫数量の範囲内に

てお買い求めいただけます。」や「原則として

制限なし。」という記載は含めなかった。 

薬事法に関して記載していたサイトは 7 サ

イト（28.0%）であった。そのうち、個人輸

入の数量制限について「薬事法で定められた

数量」と記載されていたのが 4 サイト、「薬

の服用方法、成分、効能、副作用についての

ご質問については、薬事法の規定により、弊

社は一切お答えできません。」と記載されて

いたのが 2 サイト、「当サイトは薬事法を遵

守しており、不特定多数の方もしくは自身の

意思で検索されない方の個人輸入代行はいた

しません。」と記載されていたのが 1 サイト

だった。 
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C-3. 入手製品 

 入手した製品の規格は 20 mg、50 mg、100 

mg および 300 mg であり、注文数がそれぞれ

23 製品、4 製品、5 製品、および 1 製品の計

33 製品であったのに対し、分割して発送され

た製品があったため、最終的にそれぞれ 36

製品、3 製品、5 製品および 1 製品の計 45 製

品を入手した（表 5）。包装形態は、ジップロ

ックにはいったバラが 3 製品、PTP シートの

みが 10 製品、ボックス（中は PTP シート）

タイプが 22 製品、ボトルタイプが 10 製品だ

った。記載されている製品名は全て Cialis で

あったが、記載がないものもあった。包装形

態またはサイトでの住所記載の有無と真正性

に有意な関連性は認められなかった。 

 

C-4. 購入価格 

輸入代行業者に支払った金額から、送料や

輸入代行手数料を含む金額で 1 錠あたりの価

格を算出した（図 1）。ただし、ボーナスとし

て増量されたものについては、ボーナスを含

まない錠数で算出した。 

承認規格（20 mg）のシアリス 1 錠あたり

の価格の最高値は 3863.3円で、最安値は 381.3

円で、平均 1622.7±772.8 円であった。 

真正品のシアリス（20 mg）1 錠あたりの価

格の最高値は 3863.3 円、最安値は 1221.9 円

で、平均 2013.9±853.9 円であった。模造品の

シアリス（20 mg）1 錠あたりの価格の最高値

は 1775.0 円、最安値は 975.0 円で、平均 1396.7

±219.6 円であった。真正品と模造品のシアリ

ス（20 mg）1 錠あたりの価格を比較すると、

真正品は、模造品に比べて、有意に高価であ

った（Student’s t-test, p<0.05 図 2．）。未承認

規格のシアリス 1 錠あたりの価格の最高値は

1458.3 円、最安値は 290.7 円であった。また、

真正性不明のシアリス（20 mg）1 錠あたりの

価格の最高値は 3330.0 円、最安値は 381.3 円

で、平均 1615.9±1477.4 円であった。 

さらに包装形態ごとに、シアリス 1 錠あた

りの価格を算出した。 

真正性が不明である 20 mg バラのシアリス

は 2 製品あり、1 錠あたりの価格の最高値は

383.3 円、最安値は 381.3 円であった。 

真正性が不明である 20 mg PTP シートタイ

プ 1 のシアリス 1 製品の 1 錠あたりの価格は

2368.8 円であった。模造品である 20 mg PTP

シートタイプ 2 のシアリス 1 錠あたりの価格

の最高値は 1775.0 円、最安値は 1303.3 円で、

平均 1498.4±128.7 円であった。 

真正品である 20 mg ボックスタイプ 1、2

のシアリス 1 錠あたりの価格の最高値は

2067.2 円、最安値は 1221.9 円で、平均 1705.6

±277.4 円であった。模造品である 20 mg ボ

ックスタイプ 3、4 のシアリス 1 錠あたりの価

格の最高値は 1200.0 円、最安値は 975.0 円で、

平均 1091.7±112.7 円であった。ボックスタイ

プのシアリス（20 mg）真正品は、模造品に

比べて、有意に高価であった（Welch’s t-test, 

p<0.01）。 

20 mg ボトルタイプ 1、2 のシアリス 1 錠あ

たりの価格はそれぞれ 3863.3 円、3330.0 円で

あった。 

シアリス 50 mg の 1錠あたりの価格の最高

値は 350.0 円、最安値は 290.7 円で、平均 315.2

±26.2 円であった。 

シアリス 100 mg の 1 錠あたりの価格の最

高値は 1458.3 円、最安値は 366.7 円で、平均

630.3±468.7 円であった。 

シアリス 300 mg の 1 錠あたりの価格は、

293.3 円であった。 

 

C-5. 振込先 

 サイト名や値段は違うが、振込先が同じサ

イトがあった（表 4）。振込先 1 への振り込み

の際に、「別のサイトでも同じものを購入して
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いるがどのサイトで購入するのか」といった

内容のメールが届いたが、すべて購入したい

旨を伝えたところ全て購入することができた。

振込先が振込先 1 であった 7 サイトから購入

した製品は全て PTP シートタイプ 2 であり、

偽造品だった。 

 

C-6. 運送 

 運送は、国際特殊通常書留便、EMS 便、佐

川急便、日通航空、国内郵便の 5 種類であっ

た。国際特殊書留便で届いたものが最も多く

18 便、EMS 便で届いたものは 11 便、佐川急

便で届いたものは 2 便、日通航空で届いたも

のは 2 便、国内郵便で届いたものは 1 便であ

った。 佐川急便で届いたものは千葉からの発

送となっているが、サイトには EMS 便発送

と記載されている。そこで佐川急便のサイト

で追跡したところ、EMS 便で千葉に届き、千

葉から名古屋まで佐川急便で郵送されていた。

日通航空で届いたものは成田空港からの発送

となっているが、送り主住所はアメリカであ

る。また切手を貼り国内郵便で発送されたも

のが 1 便あった。 

 

C-7. 入手製品の包装観察と真正性 

 真正性調査は、製造販売業者である Eli 

Lilly and Company の真贋判定を行っている米

国本社に依頼し、包装写真と質問票を送付し

た。回答は、製品の包装写真やロット番号、

製造年月日、有効期限等から判断したもので

あるため、「真正性の決定的な判断は、実際の

包装、製品の徹底的な物理的および化学的分

析を必要とする 3」。」との回答を得た。 

バラで届いた製品は、全てジップロックに

入っていた（図 3）。注文単位がボトルであっ

たサイト 13 とサイト 14 において注文した製

品であった。シアリスとは異なる製品のボッ

クスの中にジップロックにはいったバラのシ

アリスがはいっており、1 つの郵便の中に 2

箱はいっていた。1 箱には 30 錠入りのジップ

ロックが 2 袋、別の 1 箱には 30 錠入りのジッ

プロックが 1 袋はいっていた。また、サイト

20 は注文単位がバラであったが、ボトルとバ

ラの組み合わせで届いた。バラの 20 mg 製剤

は外箱や添付文書がないため、真正性は不明

との回答を得た。100 mg 製剤は未承認規格な

ので模造品であるとの回答を得た。 

PTP シートのみで届いた製品は、複数の個

人輸入代行サイトを介して入手し、表記言語

により、2 つのタイプに分類できた（図 4）。

PTP シートタイプ 1 は日本語、PTP シートタ

イプ 2 は英語で表記されていた。また、PTP

シートタイプ 2 で届けられた製品は、注文単

位が錠数であった 5 サイト、注文単位がボッ

クスであった 3 サイト、注文単位がボトルで

あった 1 サイトにおいて注文した製品であっ

た。PTP シートタイプ 1 は、PTP シートへの

記載や説明書が日本語のため米国本社におい

て解読できず真正性は不明との回答を得た。

PTP シートタイプ 2 は模造品との回答を得た。 

ボックスタイプは、メーカー名のシールの

有無、点字の有無、印刷の色調の違いにより、

4 つのタイプに分類できた（図 5）。それぞれ

の中に入っていた PTP シートも、大きさやデ

ザインの違いにより、4 つのタイプに分類で

きた。ボックスタイプ 3、4 の中の PTP シー

トは PTP シートタイプ 2 と同じ大きさであっ

たが、ボックスタイプ 1、2 の中の PTP シー

トは PTP シートタイプ 2 より小さかった。ボ

ックスタイプ 1、2 は真正品であり、ボックス

タイプ 3、4 は模造品との回答を得た。ボック

スタイプ 3 には、ロット番号や使用期限が外

箱と中の PTP シートで異なり、かつ PTP シー

トに示されている使用期限が 2013年 8月と購

入時に既に期限切れである製品があった。ま

た、異なる商品のボックスの中にシアリスの

ボックスが入っていたものがあった（図 6）。

違う商品が届いたとサイトに連絡したところ

中はシアリスであるとの返事があり、中を確
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認したところ実際にシアリスであった。異な

る商品のボックスの中に入っていたのはボッ

クスタイプ 3 または 4 であり、サイト 13 から

3 便、サイト 14 から 1 便、サイト 17 から 2

便、発送元サイト不明 2便の合計 8便あった。

8 便中発送元サイトが不明である 2 便のみが

税関で差し止めになり、製造販売業者である

Eli Lilly and Company からの同意書を税関に

提出し入手した。 

ボトルタイプは、2 つのタイプに大きく分

けられた。タイプ 1 は、外箱と内ボトルに製

品名称が印刷されていた（図 7）。ボトルタイ

プ 1 のうち、50 mg 製剤と 100 mg 製剤間で、

ボトル形状は似ていたが、パッケージとラベ

ルのデザインが異なっていた。50 mg 製剤は

1 サイトから入手され、外箱にもボトルにも

ロット番号や使用期限の表示がなかった。100 

mg 製剤は 2 サイトから入手され、それぞれ

印刷の色調が異なっていた。1 つはボトルに

ロット番号と使用期限が表示されていたが、

もう 1 つは外箱にもボトルにも表示がなかっ

た。ボトルタイプ 2 は、外箱はなく、製品名

称などが印刷されていない透明なボトルであ

った（図 8）。50 mg 製剤と 100 mg 製剤間で、

ボトル形状に大きな違いは認められなかった。

ボトルタイプ 1 は、20 mg 製剤は真正品であ

り、50 mg 製剤、100 mg 製剤および 300 mg

製剤は未承認規格なので模造品であるとの回

答を得た。ボトルタイプ 2 は、20 mg 製剤の

真正性は不明であるとの回答を得た。50 mg

製剤および 100 mg 製剤は未承認規格なので

模造品であるとの回答を得た。未承認規格で

ある 50 mg、100 mg および 300 mg 製剤の包

装は、すべてボトルタイプであった。これら

の規格は、正規品の製造販売業者である Eli 

Lilly and Company が製造していないことか

ら模造品であることが明らかである。真正性

調査においても、未承認規格であることから

模造品であるとの回答が得られた。 

発注錠数と入手錠数が異なるものがあった。

サイト 13 からは 30 錠発注したが、おまけで

30 錠送ったとの連絡があったため 60 錠届い

ている。またサイト 13 とサイト 14 からはボ

ックスとバラが届いているが、真正性が不明

であるバラの製品について 2 サイトから知ら

された郵便の追跡番号が同じだったため、サ

イト 13 とサイト 14 が同じ郵便で送ってきた

ことが分かった。同じ会社なのかとメールで

問い合わせたところ、「担当は違うが、銀行口

座は同じなので、商品を一緒に発送した」と

の回答を得た。また、サイト 13 には、ボック

スタイプを 32錠(4錠/箱 8箱)発注したが実際

は 48錠(4錠/箱 12箱)届いた。サイト 14には、

ボックスタイプを 32 錠(4 錠/箱 8 箱)発注した

が実際は 16 錠(4 錠/箱 4 箱)届いた。サイト 13

およびサイト 14 から届いた製品はボックス

タイプ 3 またはタイプ 4 であり、模造品との

回答を得た。 

また、サイト 21 とサイト 23 からは同じ郵

便で届いたため問い合わせたところ、「サイト

21 とサイト 23 は協力している」との回答を

得た。よって、サイト 21 とサイト 23 から入

手した 50mg 製剤および 100 mg 製剤は区別が

不可能であったが、どちらも未承認規格なの

で模造品である。 

また、購入画面に「3 日以内に銀行振り込

みをすれば 15％増量する」と表示された製品

について、注文数に加えてボーナスとして 6-8

錠程度の注文規格のシアリスがプラスチック

バッグに入れられ同封されていた。ボーナス

として追加された製品も含め全て PTPシート

タイプ 2 であり、模造品であるとの回答を得

た。 

 

C-8．購入サイトと真正性 

入手した製品の購入サイトについて、住所

と責任者名の両方またはどちらか一方の記載

がないサイトが 32 製品、日本市場向け医薬品

を逆輸入して販売しているサイトが 1 製品、

いずれの国でも未承認の規格を販売している
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サイトが 11 製品、購入サイト不明が 3 製品だ

った。住所と責任者名の両方またはどちらか

一方の記載がないサイトから入手した 32 製

品について、9 製品が真正品、20 製品が模造

品および 3 製品が真正性不明との回答を得た。

日本市場向け医薬品を逆輸入して販売してい

るサイトから入手した 1 製品は真正性が不明

との回答を得た。いずれの国でも未承認の規

格を販売しているサイトから入手した 11 製

品および購入サイト不明の 3 製品は模造品と

の回答を得た。 

 

C-9. 説明書 

説明書は、バラには入っていなかった。PTP

シートタイプ 1 には入っていたがタイプ 2 に

は入っていなかった。ボックスタイプには全

て入っていた。ボトルタイプ 1 には入ってい

たが、タイプ 2 は 20 mg 製剤のみ入っていた。

真正品と模造品の説明書を比較したところ、

言語や内容が異なっていた。また真正品にお

いても、ボックスタイプとボトルタイプでは

言語や内容が異なっていた。 

真正性が不明である PTP シートタイプ 1 の

説明書は日本語で、以下の項目について記載

されていた。 

・警告 

・禁忌 

・効果・効能 

・用法・用量 

・使用上の注意 

・薬物動態 

・臨床成績 

・薬効薬理 

・有効成分に関する理科学的知見 

・包装 

・主要文献及び文献請求先 

・発売元 

・製造販売元 

真性品であるボックスタイプ 1、2 の説明書

はトルコ語で、以下の項目について記載され

ていた。 

・有効成分 

・賦形剤 

・取扱説明 

1、シアリスについて、使用目的 

2、使用上の注意 

3、使用方法 

4、副作用 

5、保存方法 

・ライセンスホルダー 

・メーカー 

 模造品であるボックスタイプ 3、4 の説明書

は英語で、以下の項目について記載されて

いた。 

・使用前にお読みください。 

・取扱説明 

・シアリス 100mg（50mg、20mg）の説明 

1、シアリスについて、使用目的 

2、使用上の注意 

3、使用方法 

4、副作用 

5、保存方法 

6、その他の情報 

真性品であるボトルタイプ 1 の 20mg 製剤

には、英語の説明書と、日本語の簡単な説明

書が入っており、以下の項目について記載さ

れていた。 

英語の説明書 

1、適応と使用 

2、用法・用量 

3、剤形・規格 

4、禁忌 

5、警告・注意事項 

6、有害反応 

7、薬物間相互作用 

8、特定集団への使用 

10、過量投与 

11、処方箋 

12、臨床薬理 
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13、非臨床毒性 

14、臨床成績 

16、供給/保管方法および取扱い 

17、患者カウンセリング情報 

日本語の説明書 

・使用方法 

・副作用 

・注意事項 

模造品であるボトルタイプ 1 の 50mg 製剤

の説明書は英語で、以下の項目について記載

されていた。 

1、シアリスとは、適応 

2、ご使用前に 

3、使用方法 

4、起こりうる副作用 

5、保存方法 

6、その他の情報 

 模造品であるボトルタイプ 1 の 100mg 製剤

の説明書は英語で、2 種類あったが記載内容

は同じであり、以下の項目について記載され

ていた。 

1、シアリスとは、適応 

2、ご使用前に 

3、使用方法 

4、起こりうる副作用 

5、保存方法 

6、その他の情報 

 模造品であるボトルタイプ 1 の 300mg 製剤

の説明書は英語、中国語、ロシア語、韓国語、

日本語の 5 か国語で、以下の項目について記

載されていた。 

 ・効果・効能 

 ・対象集団 

・注意 

 ・投与量 

・保管 

 ・製造年月日 

真正性が不明であるボトルタイプ 2 の

20mg 製剤の説明書は日本語で、以下の項目

について記載されていた。 

・用法 

・副作用 

・注意事項 

・保管方法 

 真正品と模造品の説明書を比較したところ、

模造品に特徴的な記載等は見られなかった。 

 

C-10. 製造国 

製造販売業者である Eli Lilly and Company

からは、「シアリスは スペイン、ブラジル、

プエルトリコの 3 都市で製造している。最終

包装は世界中で行われている 3」。」との回答を

得た。 

入手した製品の製造国は、スペイン 8 製品

（17.8%）、イギリス 16 製品（35.6%）、アメ

リカ 1 製品（2.2%）、日本 1 製品（2.2%）、記

載なし 19 製品（42.2%）の 4 カ国である。 

承認規格（20mg）製剤において発送国を調

べると、真正性不明であるバラは記載がなか

った。PTP シートのみで届いたものは、真正

性不明であるタイプ 1 は日本、模造品である

タイプ 2 は記載がなかった。ボックスタイプ

は、真正品であるタイプ 1 や 2 はスペイン、

模造品であるタイプ 3や 4はイギリスだった。

ボトルタイプは、真正品であるタイプ 1 はア

メリカで、真正性不明であるタイプ 2 は記載

がなかった。 

未承認規格の模造シアリスの製造国は、イ

ギリスまたは記載がなかった。 

 

C-11. 発送国 

 発送国は、アメリカ 2 製品（4.4％）、シン

ガポール 9 製品（20.0%）、中国 23 製品（51.1%）、

日本 2 製品（4.4%）、香港 9 製品（20.0%）の

5 か国である（表 6）。 

承認規格（20mg）製剤において発送国を調
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べると、真正性不明であるバラは中国から発

送されていた。PTP シートのみで届いたもの

は、真正性不明であるタイプ 1 はシンガポー

ル、模造品であるタイプ 2 は香港から発送さ

れていた。ボックスタイプは、真正品である

タイプ 1 や 2 はシンガポール、模造品である

タイプ 3 や 4 は中国から発送されていた。ボ

トルタイプは全てアメリカから発送されてい

た。 

未承認規格の模造シアリスは、日本または

中国から発送されていた。 

  

D．考察 

D-1. サイトの信頼性 

 C-1 の、購入対象サイトの選択方法によっ

て抽出されたサイトのうち購入しなかった 4

サイトについて考察する。 

異なる 2 サイトだが購入画面になると同じ

サイトになるものがあり、当該サイトでは同

一製品が取り扱われており、価格も同じであ

ったため、サイト運営者が同じであると考え

られた。 

クレジット会社から代金の引き落としがで

きなかったサイトが 1 件あったが、クレジッ

ト会社にその理由を尋ねたところ、過去に問

題があったサイトであるため支払い手続きを

停止したとの回答が得られた。クレジット会

社による対応がなければ、トラブルに巻き込

まれていた可能性がある。安易な個人輸入の

利用により、情報セキュリティシステム等が

整備されていない環境でクレジットカードを

使用し、その情報を自ら漏洩する可能性があ

ることに注意が必要である。 

返金されなかったサイトについて、インタ

ーネットを介した個人輸入では連絡手段が限

られるため、今回のように連絡が取れなくな

ってしまった住所不特定サイトの場合返金の

手段はない。このような悪質なサイトも存在

することから、医薬品に限らずインターネッ

トを介した製品の個人輸入には注意が必要で

ある。 

また、製品を購入後、振込をする前にボト

ルタイプは在庫なしとの連絡があり、ボック

スタイプのみの代金を振り込んだサイトがあ

った。 

 

D-2. 未承認規格の製品  

日本で承認をうけていない規格は、日本人

における安全性や品質が確認されていない製

品である。シアリスにおいては、正規の規格

を大幅に上回る製品（50 mg 錠、100 mg 錠お

よび 300 mg 錠）が流通しており、もし表示

通り含有されていれば、これらの製品を使用

した場合、予期しない作用を生じる危険性が

ある。 

 

D-3. 購入価格 

 シアリスは薬価基準未収載であり自由診療

による処方となっているため、無作為に選ん

だ病院のホームページで確認したところ 1 錠

あたりの価格は 20 mg 錠で 2,000 円程度であ

った。今回入手したシアリスの平均価格の方

が安く、個人輸入を利用して購入した方が、

シアリスを安く入手できる可能性が示唆され

た。しかし価格にはサイトにより大きな差が

あり、個人輸入を利用して入手した真正品の

ほうが高くなる可能性もある。また、真正品

の価格のばらつきが大きく購入者の金銭的負

担には大きな差が生じるため、購入者はどの

サイトで購入するのかを十分に吟味する必要

がある（図 2）。本研究で入手したシアリスの

うち、真正性が確認された製品において、真

正品は模造品に比べて有意に高価であること

が示された。また、極端に価格が安い製品は

模造品か真正性不明の製品であることが分か

ったが、ボックスタイプには真正品と同じよ

うな価格の模造品もあるため、真正性を価格
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だけで判断するのは困難であることが示唆さ

れた（図 1）。 

 

D-4. 振込先 

 振込先が同じサイトについて、運営者名の

記載がなかったため、サイト運営者が同じで

あるかどうかは不明である。これらのサイト

は振込先同じでも価格が異なる理由を調べる

必要がある。外観観察では違いが見られなか

ったため、その他の試験によって同等性を確

認する必要がある。 

 

D-5. 入手製品の包装と真正性 

 入手した製品のうち､バラのものは 3 製品

あった。1 製品は未承認規格のため模造品で

あり、残りの 2 製品は真正性が不明である。

この 2 製品は同じ郵便で届き、また違う製品

の箱にはいっていた。シアリスと異なる製品

の中にシアリスの箱が入っていたボックスタ

イプの製品は模造品であったため、バラで届

いた 2 製品も模造品として税関で差し止めに

なるのを防ぐために違う包装で届いたのでは

ないかと考えられる。 

ボックスタイプのものは 4 種類あり､その

うち 2 種類が模造品であった。シアリスと異

なる製品の中にシアリスの箱が入っていたも

のについては、ボックスタイプ 3 か 4 であり

模造品であった。よって外箱の偽装により、

税関の差し止めを回避できるよう工夫してい

るものと考えられた。 

ボトルタイプの 20 mg 製剤については、2

製品届いた。1 製品はブランドボトルに入っ

ており真正品で、もう 1 製品は半透明なボト

ルに入っており、真正性は不明である。 

 未承認規格（50 mg、100 mg および 300 mg）

の包装形態は、すべてボトルタイプであった。

しかし 36 錠発注した 100 mg 錠は、30 錠入り

ボトルと 6 錠入りのバラで届いた。 

 真正性調査の結果、個人輸入したシアリス

には模造品が混在することが明らかとなった。 

 

D-6. 購入サイトと真正性 

住所と責任者名の両方またはどちらか一方

の記載がないサイトから入手した 32 製品は、

真正品、模造品または真正性不明であった。

よって、住所や責任者名の記載のないサイト

から購入した製品には模造品が存在すること

が明らかとなった。また、いずれの国でも未

承認の規格を販売しているサイトから入手し

た 11 製品は模造品であったことから、いずれ

の国でも未承認の規格を販売しているサイト

は模造品を取り扱っていることが分かった。

このようなサイトでは、シアリス錠だけでな

く別の医薬品の模造品も扱っている可能性が

考えられるため、注意が必要である。 

 

D-7. 製造国 

 製造販売業者である Eli Lilly and Company 

から、スペイン、ブラジルおよびプエルトリ

コで製造しているということ、スペインで製

造された製品について全て真正品であると回

答が得られたことから、製造国がスペインと

記載されているサンプルは真正品である可能

性が高いと考えられる。また、模造品および

未承認規格の製品は全て製造国がイギリスと

記載されており、製造販売業者のいう製造国

と異なる。しかし、真正品である 20mg 製剤

のボトルタイプ 1 のラベルに記載してある住

所はアメリカであったように、製品によって

は、製造国ではなく販売承認取得国が記載さ

れることもあるため、国名の記載から真正性

を判断することは必ずしも可能ではない。 

 

D-8. 発送国 



137 

 

香港、中国、日本から発送される製品に模

造品が混在する可能性は示唆されたが、全て

が模造品であるとは言えない。また、注文時

に発送国が表示されている場合もあったが、

多くは限定できなかったことから、注文前に

模造品が届く可能性を見極めるのは困難であ

ると考えられた。 

 

D-9. 保健衛生上の問題点 

バラ、PTP シートタイプ 2 およびボトルタ

イプ 2 に関しては、説明書が入っていなかっ

たため製品の詳細や使用期限が不明である。

また使用方法や使用上の注意もないため、適

切に使用されない可能性があり危険である。 

ボトルタイプ 1 の未承認規格の製品の中に

は、外箱にもボトルにもロット番号や使用期

限が表示されていないものがあった。使用期

限が分からないため、本来の使用期間が過ぎ

てしまってからも使用してしまう可能性があ

る。またボトルタイプ 2 は、バラ錠のボトル

製品であり専用のボトルにはいっていなかっ

たことから、錠剤を誰が詰め替えたのかが明

確でないため、不衛生である。また錠剤の詳

細が不明確なので、何が入っているかが分か

らない。 

 

E．結論 

インターネットを介した医薬品の個人輸入

を誰もが利用できる現在、消費者は模造品の

存在や個人輸入の危険性を熟知し、個人輸入

を避け医療機関を受診することが求められる。

そのために、個人輸入に関して消費者が正し

い情報を得られるよう、さらに情報開示、注

意喚起をする必要がある。 

また、消費者が利便性等を優先し個人輸入

をしたとしても、不利益を被ることのないよ

うに、税関での差し止めや違法な個人輸入代

行業者や発送業者の監視・撤廃を強化してい

かなければならない。 

F．健康危険情報 

なし 

 

G．研究発表 

1. 論文発表 

吉田直子, 身近に迫る偽造医薬品, Nikkei 

Drug Information 2015.04 029-032 

2. 学会発表 

吉田直子, 医薬品の品質管理に貢献する分析

—偽造医薬品鑑別における分析手法の活用—. 

Matching HUB Kanazawa 2015, 金沢, 2015 年 2

月. 

3. インタビュー記事 

吉田直子 , バイアグラ  抗肥満薬  抗がん剤 

ニセ薬で死亡例も！週間朝日 2014.10.24. 

130-131 
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表 1. 個人輸入代行サイト記載事項(特定商取引法) 
必要表示事項 サイト数（%） 

代表者氏名又は責任者氏名 6（24.0） 

事業者名称又は氏名 11（44.0） 

住所 8（32.0） 

電話番号 14（56.0） 

販売価格 25（100.0） 

送料 23（92.0） 

代金の支払時期 9（36.0） 

製品の引渡時期 23（92.0） 

代金の支払方法 24（96.0） 

返品の特約に関する事項 24（96.0） 

n=25 サイト 

 

 

表 2. 個人輸入代行サイトの記載事項(薬事法関連) 
サイト記載内容 サイト数（%） 

医師・薬剤師への相談を促す記載 15（60.0） 

個人輸入に関する記載 14（26.0） 

購入数量の制限に関する記載 14（26.0） 

未承認医薬品または医療用医薬品の広告に該当する

可能性のある記載 

25（100.0） 

製品名 25（100.0） 

製品の写真 20（80.0） 

用法・用量 18（72.0） 

効能・効果 24（96.0） 

副作用 17（68.0） 

n＝25 サイト 

 

 

表 3.全個人輸入代行サイトから抽出した購入対象サイト 
サイトの抽出条件 サイト数 

日本語サイトの中で住所と責任者名の両方またはどちらか一方の

記載がないサイト 

20 

住所と責任者名の両方の記載がないサイト 16 

住所の記載がないサイト 1 

責任者名の記載がないサイト 3 

日本市場向けの医薬品を逆輸入して販売しているサイト 1 

いずれの国でも未承認の規格を販売しているサイト 5 

計 25 

n=25 サイト 
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表 4. 代金振込先が同一のサイト 
振込先 サイト番号 サイト数 

振込先 1 サイト 3 7 

 サイト 4  

 サイト 7  

 サイト 8  

 サイト 9  

 サイト 16  

 サイト 19  

振込先 2 サイト 13 3 

 サイト 14  

 サイト 17  

振込先 3 サイト 23 2 

 サイト 24  
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表 5. 製品概要と真正性 

番号 
サイト 

番号 
サンプルコード 製品名 

規格 

（mg） 
包装※1

 
製造 

販売国 
発送国 

サイト 

責任者名 

サイト 

住所 

サイト 

抽出条件 
真正性 

1 1 01-20-B1-SG-32 Cialis 20 B1 西※2 星※2 なし なし a※3 真正品 

2 2 02-20-B1-SG-32 Cialis 20 B1 西※2 星※2 なし なし a※3 真正品 

3 3 03-20-A2-HK-36 Cialis 20 A2 なし 香港 なし なし a※3 模造品 

4 4 04-20-A2-HK-36 Cialis 20 A2 なし 香港 なし なし a※3 模造品 

5 5 05-20-B1-SG-28 Cialis 20 B1 西※2 星※2 なし 米※2 a※3 真正品 

6 5 05-20-B1-SG-4 Cialis 20 B1 西※2 星※2 なし 米※2 a※3 真正品 

7 6 06-20-B1-SG-32 Cialis 20 B1 西※2 星※2 なし なし a※3 真正品 

8 7 07-20-A2-HK-38 Cialis 20 A2 なし 香港 なし なし a※3 模造品 

9 8 08-20-A2-HK-38 Cialis 20 A2 なし 香港 なし なし a※3 模造品 

10 9 09-20-A2-HK-36 Cialis 20 A2 なし 香港 なし なし a※3 模造品 

11 10 10-20-A2-HK-40 Cialis 20 A2 なし 香港 なし なし a※3 模造品 

12 11 11-20-B2-SG-28 Cialis 20 B2 西※2 星※2 なし 米※2 a※3 真正品 

13 11 11-20-B2-SG-4 Cialis 20 B2 西※2 星※2 なし 米※2 a※3 真正品 

14 11 11-20-C1-USA-30 Cialis 20 C1 米※2 米※2 なし 米※2 a※3 真正品 

15 12 12-20-B1-SG-32 Cialis 20 B1 西※2 星※2 FK なし a※3 真正品 

16 13 13-20-D1-CN-60 なし 20 D1 なし 中国 FK なし a※3 不明 

17 13 13-20-B4-CN-8-1 Cialis 20 B4 英※2 中国 FK なし a※3 模造品 

18 13 13-20-B4-CN-8-2 Cialis 20 B4 英※2 中国 FK なし a※3 模造品 

19 13 13-20-B4-CN-16-3 Cialis 20 B4 英※2 中国 FK なし a※3 模造品 

20 13 13-20-B4-CN-16-4 Cialis 20 B4 英※2 中国 FK なし a※3 模造品 

21 14 14-20-D1-CN-30 なし 20 D1 なし 中国 なし なし a※3 不明 

22 14 14-20-B4-CN-16-1 Cialis 20 B4 英※2 中国 なし なし a※3 模造品 

23 15 15-20-A2-HK-30 Cialis 20 A2 なし 香港 なし なし a※3 模造品 
※1A1，PTP シートタイプ 1；A2，PTP シートタイプ 2；B1，ボックスタイプ 1；B2，ボックスタイプ 2；B3，ボックスタイプ 3；B4，ボックスタ
イプ 4；C1，ボトルタイプ 1；C2，ボトルタイプ 2；D1，バラ． 
※2西，スペイン；米，アメリカ；英，イギリス；星，シンガポール；尼，インドネシア 
※3a，住所と責任者名の両方またはどちらか一方の記載がない；b，日本市場向けの医薬品を逆輸入して販売している；c，いずれの国でも未承認の
規格を販売している 
※4未承認規格 
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表 5. 製品概要と真正性（続き） 

番号 
サイト 

番号 
サンプルコード 製品名 

規格 

（mg） 
包装※1

 
製造 

販売国 
発送国 

サイト 

責任者名 

サイト 

住所 

サイト 

抽出条件 
真正性 

24 16 16-20-A2-HK-40 Cialis 20 A2 なし 香港 なし なし a※3 模造品 

25 17 17-20-B3-CN-8-1 Cialis 20 B3 英※2 中国 なし なし a※3 模造品 

26 17 17-20-B3-CN-8-1-1 Cialis 20 B3 英※2 中国 なし なし a※3 模造品 

27 17 17-20-B4-CN-4-2 Cialis 20 B4 英※2 中国 なし なし a※3 模造品 

28 17 17-20-B4-CN-4-3 Cialis 20 B4 英※2 中国 なし なし a※3 模造品 

29 17 17-20-B3-CN-8-4 Cialis 20 B3 英※2 中国 なし なし a※3 模造品 

30 17 17-20-B4-CN-8-5 Cialis 20 B4 英※2 中国 なし なし a※3 模造品 

31 18 18-20-A2-HK-38 Cialis 20 A2 なし 香港 なし なし a※3 模造品 

32 19 19-20-C2-USA-30 なし 20 C2 なし 米※2 なし なし a※3 不明 

33 20 20-100-C1-JPN-30 Cialis 100 C1 英※2 日本 なし 日本、尼※2 c※3 模造品※4 

34 20 20-100-D1-JPN-6 なし 100 D1 なし 日本 なし 日本、尼※2 c※3 模造品※4 

35 21 21-300-C1-CN-30 Cialis 300 C1 英※2 中国 KM 日本 c※3 模造品※4 

36 21 21-100-C2-CN-30 なし 100 C2 なし 中国 KM 日本 c※3 模造品※4 

37 21 21-50-C2-CN-30 なし 50 C2 なし 中国 KM 日本 c※3 模造品※4 

38 22 22-100-C1-CN-30 Cialis 100 C1 なし 中国 SH 日本 c※3 模造品※4 

39 22 22-50-C1-CN-30 Cialis 50 C1 なし 中国 SH 日本 c※3 模造品※4 

40 23 21-100-C2-CN-30 なし 100 C2 なし 中国 IK 中国 c※3 模造品※4 

41 23 21-50-C2-CN-30 なし 50 C2 なし 中国 IK 中国 c※3 模造品※4 

42 24 24-100-C2-CN-30 Cialis 100 C2 なし 中国 KA 日本 c※3 模造品※4 

43 24 24-50-C2-CN-30 Cialis 50 C2 なし 中国 KA 日本 c※3 模造品※4 

44 25 25-20-A1-SG-4 Cialis 20 A1 日本 星※2 MK 星※2 b※3 不明 

45 不明 0-20-B4-CN-8-1 Cialis 20 B4 英※2 中国 なし なし - 模造品 

46 不明 0-20-B4-CN-8-2 Cialis 20 B4 英※2 中国 なし なし - 模造品 

47 不明 0-20-B4-CN-16-3 Cialis 20 B4 英※2 中国 なし なし - 模造品 
※1A1，PTP シートタイプ 1；A2，PTP シートタイプ 2；B1，ボックスタイプ 1；B2，ボックスタイプ 2；B3，ボックスタイプ 3；B4，ボックスタ
イプ 4；C1，ボトルタイプ 1；C2，ボトルタイプ 2；D1，バラ． 
※2西，スペイン；米，アメリカ；英，イギリス；星，シンガポール；尼，インドネシア 
※3a，住所と責任者名の両方またはどちらか一方の記載がない；b，日本市場向けの医薬品を逆輸入して販売している；c，いずれの国でも未承認の
規格を販売している 
※4未承認規格 
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表 6. 発送国 

発送国 製品数（%） 真正品数 模造品数 
真正性 

不明品数 

アメリカ 2（4.4） 1 0 1 

シンガポール 9（20.0） 8 0 1 

中国 23（51.1） 0 21 2 

日本 2（4.4） 0 2 0 

香港 9（20.0） 0 9 0 

n＝45 製品 
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図 1. シアリス 1 錠あたりの平均価格（mean±SD，送料・手数料を

含む）：包装形態での比較 
 
 

 

 

 

  

価
格
（
円

/錠
）
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図 2. シアリス（20mg）1 錠あたりの平均価格（mean±SD，送料・

手数料込み）：真正品と模造品での比較 (Student’s t-test)  

価
格
（
円

/錠
）
 

p<0.05 
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図 3. バラで届いた製品（14-20-D1-CN-30：真正性不明） 
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図 4-1. PTP シートのみで届いた製品：PTP シートタイプ 1

（25-20-A1-SG-4：真正性不明） 
 

 

 

 

図 4-2. PTP シートのみで届いた製品：PTP シートタイプ 2

（04-20-A2-HK-36：模造品） 
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図 5-1. ボックスタイプの製品：ボックスタイプ 1（06-20-B1-SG-32：

真正品）  
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図 5-2. ボックスタイプの製品：ボックスタイプ 2（11-20-B2-SG-28：

真正品） 
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図 5-3. ボックスタイプの製品：ボックスタイプ 3（17-20-B3-CN-8-4：

模造品） 
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図 5-4. ボックスタイプの製品：ボックスタイプ 4（17-20-B4-CN-8-5：

模造品） 
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図 6. 異なる製品の箱に入っていたボックスタイプのシアリス

（17-20-B3-CN-8-4：模造品） 
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図 7-1. ボトルタイプ 1 のシアリス（11-20-C1-USA-30：真正品） 
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図 7-2. ボトルタイプ 1 のシアリス（20-100-C1-JPN-30：模造品（未
承認規格）） 
 
 

   
 

図 7-3. ボトルタイプ 1 のシアリス（22-100-C1-CN-30：模造品（未承
認規格）） 
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図 7-4. ボトルタイプ 1 のシアリス（22-50-C1-CN-30：模造品（未承

認規格）） 
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図 8-1. ボトルタイプ 2 のシアリス（19-20-C2-USA-30：真正性不明） 
 

 

 

    

図 8-2. ボトルタイプ 2 のシアリス（24-50-C2-CN-30：模造品（未承

認規格）） 
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図 8-3. ボトルタイプ 2 のシアリス（24-100-C2-CN-30：模造品（未承

認規格）） 

 


